
役員 報酬 規 程

（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 規 定 は 、 社 会 福 祉 法 人 春 育 会 （ 以 下 「 当 法 人 」 と い う ）

定 款 第 ８ 条 及 び 第 ２ １ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 常 勤 役 員 で あ る 理 事 ・ 監

事 及 び 評 議 員 の 報 酬 の 支 給 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の で あ る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 本 規 定 に お け る 役 員 報 酬 と は 、 役 員 に 対 し 、 役 員 と し て の 業 務 の 対

価 と し て 支 給 す る も の を い う 。

（ 決 定 機 関 ）

第 三 条 役 員 報 酬 は 評 議 員 会 の 決 議 で 定 め る 。

（ 報 酬 の 種 類 及 び 金 額 ）

第 四 条 役 員 は 原 則 と し て 無 報 酬 と す る 。

附 則

こ の 規 定 は 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。


